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チエンカルバゾンメチルに係る食品健康影響評価に関する審議結果（案）につ

いての意見・情報の募集結果について 

 

 

１．実施期間 令和２年８月１９日～令和２年９月１７日 

 

 

２．提出方法 インターネット、ファックス、郵送 

 

 

３．提出状況 １通 

 

 

４．頂いた意見・情報及びそれに対する食品安全委員会の回答 

頂いた意見・情報※ 食品安全委員会の回答 

・日本で登録されている農薬（殺菌剤、抗

生物質含む）の種類、成分数はダントツ

の世界一と理解していますが、まずはそ

の数字を他国のものも含めて明らかにし

てください。その数字を踏まえた上で、

農薬の総種類数規制、総量規制の必要性

を感じられるかどうかをお答えくださ

い。 

また、複数の農薬の複合影響を確認する

必要性についての見解もお願いします。 

・100 の安全係数で除しているからリスク

はないとみなされているようですが、こ

れほど多くの種の農薬や添加物、遺伝子

組換品が認められている日本では、安全

係数 100 では不十分でリスクを最小化す

るために 1000 にすべきではないでしょ

うか？ 

・「マウスを用いた 78 週間発がん性試験

において、雌雄で膀胱移行上皮乳頭腫、

雄で前立腺部尿道移行上皮癌、雌で膀胱

移行上皮癌が認められたが、腫瘍発生機

序は遺伝毒性メカニズムによるものとは

考え難く」としていますが、発生機序が

遺伝毒性によるものか関係なく、腫瘍発

生のリスクを高めることに変わりはあり

ません。よって、量の大小に関わらず一

律に残留禁止とするのが国民の健康を第

一に考えれば当然の処置と考えられます

が、なぜそうしないのでしょうか？ 

・複数の化合物へのばく露については、現

段階では国際的にも、評価手法として確

立したものはなく、検討段階にあること

から、現段階では総合的な評価は困難で

あると考えています。FAO/WHO では、

JMPR（FAO/WHO 合同残留農薬専門家

会議）や JECFA（FAO/WHO 合同食品添

加物専門家会議）において、複数の化合

物へのばく露に対するリスク評価手法に

ついて検討することとされていることか

ら、引き続き、最新の情報収集に努めて

まいります。 

国内の登録農薬の種類及び成分数を含め

た農薬の登録については、リスク管理機

関である農林水産省にお問い合わせくだ

さい。 

・マウスを用いた 78 週間発がん性試験にお

いて、雌雄で膀胱移行上皮乳頭腫、雄で

前立腺部尿道移行上皮癌、雌で膀胱移行

上皮癌の発生頻度増加が認められました

が、遺伝毒性試験の結果から遺伝毒性は

認められなかったことから、発生機序は

遺伝毒性メカニズムによるものとは考え

難く、本剤の評価にあたり閾値を設定す

ることは可能であると考えました。また、

詳細な発生機序は明らかとなりませんで

したが、膀胱及び尿道（前立腺部）腫瘍

の発生には、尿中に析出した被験物質を

主成分とする結石の持続的な刺激による

移行上皮の慢性炎症、過形成等が関与し

ている可能性が高いと考えられました。

食品安全委員会は、今回設定した許容一
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日摂取量（ADI）及び急性参照用量

（ARfD）に基づき適切なリスク管理措置

が実施されれば、残留した本剤の食品を

介した安全性は担保されると考えます。 

※頂いたものをそのまま掲載しています。 


